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令和８年３月から適用する鋼橋積算基準の単価について 

 
 鋼橋積算基準（令和８年２月 日付け国道国技第１８３号）における単価につ

いては、下記のとおり決定したので通知する。 
 

記 
 

対象となる単価及び適用 
 １）直接労務単価（鋼橋製作工） ３２，７００円 

令和８年３月１日以降に入札書提出締切日が設定されるものから適

用する。また、令和８年３月３１日までに新たな単価の決定を行わな

い限り、令和８年４月１日以降もこの単価を引き続き適用することと

する。 
 

以上 


